
　 

 

 

 
　社会福祉協議会では共同募金配分事業として、遺児養育手当を支給します。昨年度申請した方

には郵送でお知らせします。 

対象　市内に住所を有しかつ居住する、父母または父か母と死別した義務教育修了前の児童・

　　　生徒を家庭において養育している方 

支給額　遺児 1人につき月額 2,000 円 

申込方法　遺児の戸籍謄本、養育者の世帯全員の住民票、振込先がわかるもの、印鑑を持参して 

窓口でお申し込みください。 

申込期限　3 月 6 日（金） 

⑧ 遺児養育手当を支給します 

問・申　笠間市社会福祉協議会 本所(笠間市美原 3-2-11)　℡ 0296-77-0730 

笠間支所(笠間市石井 717)　℡ 0296-73-0084 

岩間支所(笠間市下郷 5139-1)　℡ 0299-45-7889

 
　歯科医院で個別に受ける検診で、補助の対象となるのは 10 年に 1回です。まだ受診していな

い方は、都合を合わせて受診しましょう。 

場所　市内の契約歯科医院(要予約） 

対象　笠間市に住所を有し次の期間に生まれた方 

20 歳：平成 17 年 4月 1 日から平成 18年 3 月 31 日 

30 歳：平成    7 年 4月 1日から平成   8  年 3 月 31 日 

40 歳：昭和 60 年 4月 1 日から昭和 61年 3 月 31 日 

50 歳：昭和 50 年 4月 1 日から昭和 51年 3 月 31 日 

60 歳：昭和 40 年 4月 1 日から昭和 41年 3 月 31 日 

70 歳：昭和 30 年 4月 1 日から昭和 31年 3 月 31 日 

　　　※受診する時点で通院(治療)中の方は、検診の対象になりません。 

個人負担金　900 円　※検診結果に基づく治療は、別途受診料がかかります。 

受診方法　あらかじめ、電話で契約歯科医院に｢笠間市歯周疾患検診｣を申し込み、個人通知を 

持参のうえ受診してください。 

　　　　　※詳しくは、右上の二次元コードでご覧ください。 

受診期限　2 月 28 日（土） 

 

⑨ 歯周疾患検診は早めに受診してください 
問　健康医療政策課　℡ 0296-77-9145

詳しくはこちら
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5 ぺージ 「犬のフン｣は飼い主が持ち帰りましょう。  

 
　献血は 16 歳からできる身近で重要なボランティアです。献血された方には 

記念品を用意しています。献血は Web 予約、アプリ予約ができます。献血が 

できる基準や予約などの詳細は、右の二次元コードでご確認ください。 

　一人でも多くの方の協力をお願いします。 

日時　2 月 5日（木）午後 3時～4時 

場所　地域福祉センターいわま(社会福祉協議会 岩間支所：笠間市下郷 5139-1) 

 

⑩ 献血にご協力ください 

問　茨城県赤十字血液センター　℡ 029-246-5566　市健康医療政策課　℡ 0296-77-9145

詳しくはこちら

https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/ibaraki/index.html
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page007411.html

